
お客様各位 

キャタピラー教習所㈱広島教習センター 

 

 

 

 

 

ご存じの通り、労働安全衛生規則が改正されトラックでの荷役作業時における安全対策が強化され 

・「昇降設備の設置」 

・「保護帽の着用」 

・「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました 

特別教育については令和６年２月から、それ以外の規定は令和５年１０月からとすでに施行されています。 

未受講の方はお急ぎください。 

テールゲートリフターの特別教育を下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。 

 
 

 
令和６年  ８月 ４日（日） 
            ９月１６日（月） 
          １０月３１日（木） 
           １１月１５日（金） 
         １２月１２日（木） 

 

                ８：３０～１６：００ 
 
 

   キャタピラー教習所 広島教習センター 
           〒738-0012 広島県廿日市市木材港北８－６４  

        
   

 
１６，０００円（含む：テキスト代、消費税込み） 

      
 
 
  各回   １５人 
 

 

 人数が纏まれば、ご希望の場所、時間で出前講習・臨時開催を実施します。 

ご相談下さい。                                  

 

 

 

（ 

「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」のご案内 

講習日時 

講習会場 

受講料金 

定員 

 

 

 



 

運送業の皆様に必要な資格 （白抜きの資格） 

 

 


